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①
対
象
と
な
る
方

◎
七
十
五
歳
以
上
の
方

◎
昭
和
七
年
九
月
三
十
日
以
前
に
生
ま�
　
れ
た
方

◎
六
十
五
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
の
あ�

�

　
る
方

②
老
人
保
健
の
対
象
者
と
な
る
日

　
誕
生
日
の
翌
月
か
ら
。
た
だ
し
、
誕

生
日
が
一
日
の
方
は
そ
の
月
か
ら
。

所 得 区 分

一定以上の所得がある方 2�割

一　般 ①、③以外の方

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で低所得　以外の方

1�割

低 所 得
（住民税非課税世帯等） 1�割

自己負担割合 条　　件

同一世帯に一定の所得（課税所得が124万円）以上の70歳以上の方または老

人保健で医療を受ける方がいる方。ただし、70歳以上の方および老人保健で

医療を受ける方の収入合計が、2人以上の場合は637万円未満、1人の場合は

450万円未満であると申請した場合は、1割の負担になります。

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除

（年金の所得は控除額を65万円として計算）を差し引いたときに0円となる方

【年収例】単身世帯で年金収入のみの場合　65万円以下

老
人
保
健
制
度
を

利
用
す
る
た
め
に

市
町
村
の
窓
口
で
申
請
を

こ
ん
な
場
合
に
も
申
請

①
一
カ
月
の
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た

　
場
合

　
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
、

申
請
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
「
高
額
医
療

費
」
と
し
て
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
老
人
保
健
で
医
療
機
関
を
受

診
し
て
い
る
方
が
、
同
じ
世
帯
内
に
複

数
い
る
場
合
は
、
合
算
で
き
ま
す
。

 

④
医
療
機
関
で
の
負
担
額 

　
所
得
に
応
じ
て
医
療
費
の
一
割
ま
た

は
二
割
を
負
担
し
ま
す
。 

一般、一定以上の所得がある方 780円

650円90日までの入院

低所得�　の方※

低所得

　の方※
500円

300円

90日を超える入院
（過去12か月の入院日数）

所得区分

40,200円

12,000円

��8,000円

40,200円

24,600円

15,000円

72,300円＋医療費が361,500円を超えた場合は、

　　　　　　　超えた分の1％を加算

自己負担限度額　外来＋入院（世帯）

一定以上の

所得がある方

一　　　�般

低 所 得

低 所 得

■自己負担限度額（月額）

※過去12か月間に　の自己負担限度額を超えた高額医療費
　の支給が4回以上あった場合、4回目以降は40,200円

①

②

③

■入院時の食事代の標準負担額（１日）

■所得区分

1

2

　
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
た
め
の
証
明

書
で
、
健
康
手
帳
に
差
し
込
ん
で
あ
り
ま
す
。

　
所
得
な
ど
に
応
じ
た
自
己
負
担
割
合
が
明

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

医
療
受
給
者
証
と
は
？

少
額
の
自
己
負
担
も
合
算
で
き
、
調
剤
薬
局

で
の
自
己
負
担
も
含
め
ま
す
。
し
か
し
、
入

院
時
の
食
事
代
や
保
険
の
き
か
な
い
差
額
ベ

ッ
ト
代
な
ど
は
合
算
で
き
ま
せ
ん
。

注
）

③
実
際
の
医
療
機
関
窓
口
で
の
手
続
き

保険を取り扱っている

医療機関に治療に行きます。

診察を受け、費用を

支払います。

医療機関の窓口に

①保険証（被保険者証）」

②「医療受給者証」

③「健康手帳」の

　３つを提示します。

低
所
得

低
所
得

・

に
該
当
す
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合

 

　
老
人
保
健
は
、
届
け
出
た
方
の
み
が

受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。
お
住
ま
い
の

市
町
村
の
窓
口
に
「
老
人
保
健
法
資
格

取
得
届
」
を
提
出
し
て
、
「
医
療
受
給

者
証
」
と
「
健
康
手
帳
」
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

※平成17年8月から、「一定の所得」の判定基準額が変更されます。

※低所得　　　については、ページ上の所得区分を参照

②
低
所
得

・

に
該
当
す
る
場
合

外来（個人ごと）A B

B

（
例
）■ ■ 

お問い合わせ

県医務・国保課

老
人
保
健
制
度
に
つ
い
て
、

か
し
こ
く
学
び
ま
し
ょ
う
。

　
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
書
」
を
申
請
す
れ
ば
、
医
療
費
の

自
己
負
担
限
度
額
や
入
院
時
の
食
事
代

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

※
認
定
書
の
有
効
期
間
は
、
八
月
一
日
か
ら

　
翌
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

　
で
す
。
申
請
の
方
は
、
七
月
中
に
更
新
手

　
続
き
を
　
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

③
特
定
疾
病
患
者
の
場
合

　
高
額
の
治
療
を
長
期
間
受
け
る
必
要

が
あ
る
病
気
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指

定
す
る
疾
病
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ

り
交
付
さ
れ
る
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」

を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
れ
ば
、

毎
月
自
己
負
担
額
が
一
万
円
ま
で
と
な

り
ま
す
。

④
交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合

　
老
人
医
療
制
度
で

医
療
費
を
一
時
立
て

替
え
た
後
、
加
害
者

に
費
用
を
請
求
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

示
談
等
で
済
ま
せ
て

し
ま
う
と
老
人
保
健

が
使
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

⑤
支
払
い
が
困
難
な
方
の
場
合

　
減
額
・
免
除
が
あ
り
ま
す
。

震
災
・
風
水
害
・
火
災
な
ど
の
災
害

に
よ
り
、
住
宅
・

家
財
等
の
財
産
に

著
し
い
損
害
を
受

け
た
と
き

世
帯
の
主
た
る
生
計

維
持
者
が
、
死
亡
、

心
身
の
重
大
な
障
害

を
受
け
た
、
長
期
間

入
院
し
た
と
き

�

または、お住まいの市町村の老人医療
担当課へ

　
老
人
保
健
制
度
は
、
七
十
五
歳
（
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
に
つ
い
て

は
六
十
五
歳
）
以
上
の
方
が
医
療
を
受
け
る
た
め
の
制
度
で
、
加
入
す

る
全
て
の
人
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
市
町
村
が

窓
口
と
な
っ
て
い
る
制
度
で
す
が
、
制
度
の

内
容
を
知
ら
ず
、
損
を
し

て
い
る
方
が
多
く
い
ま
す
。

　
老
人
保
健
制
度
の
お

得
な
活
用
に
つ
い
て
、

ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。


